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警察による捜査 

通  報 （ 法 第 4 1 条 の２ 獣医師） 

動物虐待等事案疑い 虐待を受けるおそれがある事態 

愛護動物(法第 44 条 4 項) 

①牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、 

いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 

②人が占有している哺乳類、鳥類又は爬虫類 

対象動物(法第 10 条) 

哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、 

産業動物・実験動物は除く 

愛護動物虐待等罪 

(法第 44条)の該当性 

 

 

 

 

 

 

 

愛護動物殺傷罪(第 1 項) 

愛護動物虐待罪(第 2 項) 

愛護動物遺棄罪(第 3 項) 

虐待を受けるおそれがある事態 

(施行規則第 12条の 2)の該当性 

法定行政 

指導 

勧 告 

(法第 25 条第 4 項) 

命 令 

(法第 25 条第 4 項) 

周辺の生活環境が 

損なわれている事態 

(施行規則第 12条)の該当性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助言・指導 

(法 25条第 1項) 

勧告 

(法 25条第 2項) 

命令 

(法 25条第 3項) 

該当する 

該当しない 

改善しない 

命令違反による告発等 

該当する 

該当する 

該当する 

該

当

し

な

い 

措置未実施 

環境省「動物虐待等に関する対応ガイドライン」(令和 4 年 3月) 参照 

資料１ 動物虐待等に関する対応フローチャート 
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25条 （虐待を受けるおそれがある事態） 

動物愛護管理法 第四節 周辺の生活環境の保全等に係る措置 

第二十五条 

４ 都道府県知事は、動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある

事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、

当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。 

５ 都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、飼養若し

くは保管の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物の飼養若しくは保管をしている者の動

物の飼養若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。 

 

動物愛護管理法施行規則 

（虐待を受けるおそれがある事態） 

第十二条の二 法第二十五条第四項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当する事態であって、当該事態

を生じさせている者が、都道府県の職員の指導に従わず、又は都道府県の職員による現場の確認等の当該事態に係る

状況把握を拒んでいることにより、当該事態の改善が見込まれない事態とする。 

一 動物の鳴き声が過度に継続して発生し、又は頻繁に動物の異常な鳴き声が発生していること。 

二 動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により臭気が継続し

て発生していること。 

三 動物の飼養又は保管により多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が発生していること。 

四 栄養不良の個体が見られ、動物への給餌及び給水が一定頻度で行われていないことが認められること。 

五 爪が異常に伸びている、体表が著しく汚れている等の適正な飼養又は保管が行われていない個体が見られること。 

六 繁殖を制限するための措置が講じられず、かつ、譲渡し等による飼養頭数の削減が行われていない状況において、繁

殖により飼養頭数が増加していること。 

 

44条（動物虐待等事案） 

動物愛護管理法 第六章 罰則 

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 

２ 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせ

ること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又

は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養

し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積

した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管すること

その他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

３ 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

資料２ 動物愛護管理法第 25 条および第 44 条（抜粋） 

 


